
さ
を
も
っ
て
臨
む
よ
う
に
な
る
。
こ
れ
は
延
享
元
年
（
一
七
七
四
）
の

法
令
で
あ
る
が
、
こ
の
発
令
に
よ
っ
て
潜
伏
は
ま
す
ノ
ー
細
心
、
巧

妙
と
な
り
宗
命
を
持
続
し
て
い
っ
た
の
で
あ
る
。

祖
伝
に
現
れ
た
る
注
法
華
経
の
御
撰
集
に
つ
い
て
は
、
別
頭
統
紀

が
、
建
長
四
年
下
総
東
漸
寺
に
於
て
撰
し
た
ま
う
と
記
し
た
の
を
初

出
と
し
、
次
い
で
高
祖
年
譜
は
建
長
七
年
の
著
作
と
伝
え
、
爾
来
概

ね
年
譜
の
説
を
踏
襲
し
て
い
る
が
、
ひ
と
り
日
蓮
宗
年
表
の
み
は
、

文
永
十
一
年
頃
身
延
山
に
於
て
註
す
と
し
て
い
る
。
又
、
板
本
註
法

華
経
を
編
纂
し
た
仏
乗
日
猩
帥
は
、
そ
の
奥
書
に
よ
れ
ば
文
応
元
年

以
前
の
撰
集
と
す
る
も
の
の
如
く
、
会
本
註
法
華
経
を
編
集
刊
行
し

た
河
合
日
辰
・
北
尾
日
大
・
加
藤
文
雄
三
師
は
、
立
教
開
宗
の
た
め

に
此
の
御
準
備
が
行
わ
れ
た
と
し
て
、
統
紀
の
説
に
与
し
て
い
る
の

で
あ
る
。

然
る
に
、
そ
の
御
注
記
の
筆
蹟
を
、
授
決
円
多
羅
義
集
唐
決
（
嘉

禎
四
年
）
・
五
輪
九
字
秘
釈
（
建
長
三
年
）
・
不
動
愛
染
感
見
記
（
建

長
六
年
）
・
災
難
興
起
由
来
（
正
元
二
年
）
・
災
難
対
治
抄
（
同
年
）

注
法
華
經
の
注
記
年
代
に
つ
い
て

山

中

喜
八

・
諭
談
敵
対
御
譜
（
弘
長
二
年
）
等
の
真
蹟
と
照
合
す
る
に
、
こ
れ

ら
御
壮
年
時
の
筆
意
と
は
甚
だ
異
る
も
の
が
あ
り
、
立
宗
前
後
の
注

記
と
は
拝
し
が
た
い
。
更
に
、
御
注
記
の
経
釈
と
同
一
の
文
言
を
引

用
せ
ら
れ
あ
る
文
永
以
降
の
御
書
の
う
ち
、
真
蹟
の
現
存
す
る
も
の

に
つ
い
て
そ
の
引
文
の
個
所
を
対
照
す
る
に
、
最
も
早
き
も
の
も
文

永
十
年
以
後
の
御
鑛
蹟
に
属
し
、
大
半
は
実
に
建
治
元
’
三
年
に
亘

る
御
労
作
と
拝
せ
ざ
る
を
得
な
い
。
し
か
も
、
裏
面
の
行
間
又
は
余

白
に
挿
記
し
た
ま
え
る
も
の
の
中
に
は
、
弘
安
と
覚
し
き
御
筆
蹟
す

ら
も
散
見
す
る
の
で
あ
る
。

又
こ
れ
を
御
注
記
の
内
容
よ
り
考
え
て
も
、
立
宗
前
後
と
は
推
し

が
た
き
理
由
が
存
す
る
。
即
ち
、
若
し
開
教
準
備
の
た
め
の
聖
聚
な

ら
ば
、
浄
土
門
関
係
の
教
鰭
も
相
当
に
引
か
れ
て
あ
る
べ
き
筈
な
の

に
、
事
実
は
、
大
阿
弥
陀
経
一
章
、
観
無
量
寿
経
二
章
、
観
経
義
疏

一
章
、
同
正
観
記
一
章
、
浄
土
群
疑
諭
一
章
、
往
生
拾
因
一
章
の
七

文
に
過
ぎ
な
い
。
し
か
の
み
な
ら
ず
、
そ
の
阿
弥
陀
経
・
観
経
の
三

章
は
共
に
阿
闇
世
王
の
行
蹟
に
関
す
る
経
家
の
叙
事
で
あ
り
、
観
経

義
疏
・
同
正
観
記
の
二
章
は
弥
天
道
安
に
始
ま
っ
た
三
分
判
経
の
来

歴
で
あ
り
、
群
疑
論
の
一
章
は
方
便
品
の
小
善
成
仏
義
の
肯
定
で
あ

り
、
た
だ
僅
か
に
往
生
拾
因
の
一
文
の
み
が
、
諸
仏
の
証
明
勧
進
の

多
少
を
論
じ
て
往
生
浄
土
の
無
疑
を
訴
え
る
に
止
ま
り
、
か
の
善

導
・
法
然
等
の
著
述
の
如
き
は
、
そ
の
名
目
だ
に
も
発
見
す
る
こ
と
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が
で
き
な
い
の
で
あ
る
。

こ
れ
に
反
し
て
密
教
関
係
の
経
釈
は
、
大
日
経
五
章
、
金
剛
頂
経

一
章
、
蘇
悉
地
経
一
章
、
瑚
祇
経
一
章
、
分
別
聖
位
経
一
章
、
威
儀

形
色
経
一
章
、
観
智
儀
軌
一
章
、
一
字
金
輪
時
処
儀
一
章
、
法
華
肝

心
陀
羅
尼
一
章
、
大
日
経
疏
三
章
、
同
義
釈
三
章
、
金
剛
頂
義
訣
一

章
、
顕
密
二
教
諭
七
章
、
秘
蔵
宝
鏡
一
章
、
法
華
十
不
同
一
章
、
蘇

悉
地
経
疏
二
章
、
大
日
経
指
帰
三
章
、
講
演
法
華
儀
一
章
、
真
言
宗

教
時
義
七
章
、
菩
提
心
義
八
章
等
の
多
数
に
上
り
、
い
づ
れ
も
密
教

独
自
の
主
張
を
展
開
し
た
要
文
で
あ
る
。
従
来
の
所
説
の
如
く
、
念

禅
対
破
は
主
と
し
て
佐
前
、
真
言
対
破
は
主
と
し
て
佐
後
の
事
と
す

る
な
ら
ば
、
密
教
に
対
す
る
深
甚
の
関
心
を
示
さ
れ
た
注
法
華
経

ば
、
そ
の
内
容
よ
り
考
え
て
も
亦
佐
後
の
御
撰
集
に
擬
す
べ
き
で
あ

ろ
う
。

抑
も
注
経
の
聖
聚
の
中
に
は
、
た
だ
に
天
台
法
華
宗
の
み
な
ら

ず
、
華
厳
・
三
論
・
法
相
・
真
言
各
宗
の
所
依
の
経
諭
及
び
宗
典
を

多
数
引
用
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
聖
祖
御
自
身
の
御
解
釈
は
全

然
表
明
さ
れ
て
い
な
い
の
で
あ
っ
て
、
此
れ
を
単
な
る
法
華
経
の
註

疏
と
考
え
る
の
は
皮
相
の
見
解
で
あ
ろ
う
。
即
ち
、
百
川
を
し
．
て
大

海
に
注
帰
せ
し
め
る
が
如
く
、
法
華
経
王
を
能
判
能
摂
と
し
、
御
注

記
の
経
釈
を
所
判
所
摂
と
し
て
、
そ
の
不
了
義
や
曲
会
を
自
ら
表
白

し
匡
正
せ
し
め
、
以
て
三
国
の
仏
教
を
統
判
し
よ
う
と
さ
れ
た
の

が
、
実
に
此
の
撰
集
の
目
的
で
あ
っ
た
と
拝
す
べ
き
で
あ
っ
て
、
か

く
の
如
き
注
経
観
は
、
向
尊
の
金
綱
集
の
示
唆
す
る
と
こ
ろ
で
あ
る

が
、
詳
細
は
後
日
に
譲
る
こ
と
と
し
た
い
。

そ
の
結
構
に
於
て
史
上
類
型
を
絶
せ
る
一
大
撰
集
が
、
建
治
を
中

心
と
す
る
四
五
年
の
間
に
行
わ
れ
た
こ
と
は
、
恐
ら
く
は
将
来
の
た

め
に
す
る
深
遠
の
聖
慮
に
基
く
も
の
で
あ
ろ
う
。
文
永
十
二
年
三
月

令
レ
弘
割
通
此
大
法
一
之
法
。
必
引
安
置
一
代
之
聖
教
一
習
引
学
八
宗
之

章
疏
一
。
然
則
予
所
持
之
聖
教
多
多
有
し
之
。
雛
し
然
両
度
御
勘
気
衆

度
大
難
之
時
。
或
一
巻
二
巻
散
失
。
或
一
字
二
字
脱
落
。
或
魚
魯

謬
誤
。
或
一
部
二
部
損
朽
。
若
黙
止
過
二
一
期
一
之
後
。
弟
子
等
定

謬
乱
出
来
之
基
也
。
妥
以
愚
身
老
毫
已
前
欲
し
糺
司
凋
之
。
（
定
本

遺
文
九
一
○
頁
）

と
し
て
、
聖
教
を
四
方
に
求
め
ら
れ
た
こ
と
も
、
或
は
注
経
御
撰
集

の
た
め
で
は
な
か
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
更
に
ま
た
興
尊
の
御
遷
化

記
録
が
、

一
、
御
所
持
仏
教
事

御
遣
言
云
．
仏
着
瀦
墓
所
傍
可
二
立
置
一
云
云
．
経
嘉
灘
罐

趣
経
一
同
髄
剖
置
墓
所
寺
一
。
六
人
香
華
当
番
時
可
ン
披
斗
見
之
一
。
自

余
聖
教
者
非
二
沙
汰
之
限
一
云
云
。
（
宗
全
興
尊
全
集
一
○
五
頁
）

と
伝
え
る
に
到
っ
て
は
、
い
よ
い
よ
以
て
滅
後
の
た
め
に
此
の
撰
集

注
記
が
あ
っ
た
こ
と
§
、
深
く
感
侃
せ
ざ
る
を
得
な
い
の
で
あ
る
。
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